
令和 3 年 3 ⽉ 19 ⽇

サークル代表者 各位

理事（教育担当）・副学⻑
有江  ⼒

緊急事態宣⾔の解除に伴うサークル活動の再開について

標記のことについて、令和 3 年 1 ⽉ 7 ⽇付けでサークル活動についてはリモートを除き
停⽌していただいているところですが、令和 3 年 3 ⽉ 21 ⽇で東京都における緊急事態宣⾔
が解除されることに伴い、令和 3 年 3 ⽉ 22 ⽇からサークル活動についても再開することと
します。なお、引き続き不要不急の外出は極⼒控える必要があるため、サークル活動に関す
る要件のためだけに登校することは⽌めてください。

再開後の活動については、令和 2 年 9 ⽉ 25 ⽇付け通知「新型コロナウイルスの感染状況
を踏まえた 10 ⽉以降の学⽣⽣活について」に基づき実施してください。

緊急事態宣⾔の発出以前に課外活動実施願を提出し、許可を受けていたサークルについ
ては、令和 3 年 4 ⽉ 1 ⽇以降の活動も含めて改めて許可を得る必要はありませんが、許可
証に記載された事項を遵守し、課外活動実施願に記載した感染防⽌対策は必ず実施してく
ださい。

なお、新⼊⽣の勧誘やサークル説明会などは、対⾯では⾏わずオンラインで実施してくだ
さい。学内外を問わず、ビラ配りや声掛け等の対⾯での勧誘⾏為は禁⽌します。また、新⼊
⽣は学⽣⽣活に不慣れなため、感染リスク軽減の観点から対⾯を伴う活動への参加は令和 3
年 5 ⽉ 6 ⽇以降から可能とします。引き続き、追いコン、新勧、お花⾒などの飲⾷を伴うイ
ベントは厳禁です。

また、運動施設の使⽤制限レベルについては、制限レベル 2 とし、制限レベル内での使⽤
は可能とします。

なお、新型コロナウイルスの今後の状況によっては、再びサークル活動を停⽌せざるを得
ない場合もありますが、引き続き、ご理解、ご協⼒をお願いします。

質問、相談等については、以下の問い合わせ先に問い合わせ願います。
以 上

本件に関する問い合わせ先
学務課学⽣⽀援係
042-367-5582
gaksien1@cc.tuat.ac.jp



令和 2 年 9月 25 日 

学生 各位 

教育・学生生活委員会委員長  
有 江  力 

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた 10 月以降の学生生活について 

 本学では10月から可能な限り対面授業を実施することとしていますが、学生諸君におかれましては、
対面授業や研究活動を支障なく安全に行うため、新型コロナウイルスの感染を防ぐ高い意識を十分に持
ち、当面 12 月末までは特に以下の点に留意して学生生活を送ってください。 

・本学及び他大学を問わず学生同士の集まっての飲食はしないこと
・都外への移動や宿泊を伴う行事への参加は極力さけること

課外活動を実施する際は、引き続き以下の事項についても遵守し活動する必要があります。 

◎7 月 15 日付け、「課外活動における都外での活動及び宿泊を伴う合宿等の禁止について」は厳守す
ること。 
◎地域ごとに感染状況が異なるため、各キャンパスで定める施設等の使用基準に従うこと。

・本学の部室等へ 2 人以上で集まることはせず、部室等での活動は行わないこと
・常に 1メートル以上のソーシャルディスタンスを保って活動すること
・原則、マスクを着用すること
・消毒液を用意し、手指の消毒をこまめに行うこと
・屋内で活動する場合は、換気を十分に行い密閉された空間での活動はしないこと
・体調不良の者は活動に参加させないこと
・運動施設の利用に関しては、本学の定める活動方針（使用ガイドライン）に従うこと
・課外活動の前後及び活動中においても集まっての飲食はしないこと
・WEBツール等を活用し可能な限り対面での活動を避けること
・都外での活動が必要な場合は感染防止対策を徹底した学外活動届を事前に提出のうえ許可を取ること

なお、今後の感染状況等によっては、活動許可を取り消す場合があることに留意してください。

以 上 
本件に関する問い合わせ先 
学務課学生支援係 gaksien1@cc.tuat.ac.jp 

(参　考）

mailto:gaksien1@cc.tuat.ac.jp


令和 2 年 7月 15 日 

サークル代表者 各位

理事（教育担当）・副学長   
有江 力 

課外活動における都外での活動及び宿泊を伴う合宿等の禁止について 

 標記のことについて、例年夏季休暇期間中に合宿等をおこなっているサークルも多いこ
とと思われますが、東京都においては依然として新型コロナウイルスの感染者が多数発生
しており、特に 20代、30 代の若者の感染者数の増加が顕著であります。また、都外への移
動は控えるように東京都から都民へ呼びかけがおこなわれているところです。 
このような状況を鑑みて、本学としては当面 9月 30 日（水）まで各サークル等における

都外での活動及び都内都外を問わず宿泊を伴う合宿等については禁止することとします。 
なお、質問・相談等については、以下の問い合わせ先にお願いします。 

以 上 

本件に関する問い合わせ先 
学務課学生支援係 
042-367-5582
gaksien1@cc.tuat.ac.jp

（参　考）


